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開   会    午前９時３０分 

 

議 長（田之畑） 

ただいまから、令和７年第３回東串良町議会臨時会を開会します。 

本日の会議を開きます。 

日程の報告をします。 

日程は、配付してありますので朗読を省略します。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議 長（田之畑） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、９番 宮地利雄議員及び１

番 上池勝彦議員を指名します。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第２ 会期決定の件 

 

議 長（田之畑） 

日程第２ 会期決定の件を議題にします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日の１日間としたいと思います。 

御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日の１日間に決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第３ 議案第２６号 全天候型室内遊具購入契約について 

 

議 長（田之畑） 

日程第３ 議案第２６号 全天候型室内遊具購入契約についてを議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 
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町 長（宮 原） 

おはようございます。 

議案第２６号 全天候型室内遊具購入契約について、御説明申し上げます。 

東串良町契約規則に基づき、随意契約した令和７年度地域振興推進事業による全天

候型室内遊具について、物品売買契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第

８号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第

３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

提案の理由といたしましては、全天候型室内遊具の物品購入金額が７００万円を超

えるためでございます。 

御審議くださるようよろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

２番 小川議員。 

 

２ 番（小 川） 

さきの全員協議会でも今回の契約の方法について説明がありましたが、再度、随意

契約になった理由と、あと前回令和６年度に購入されてから１年たっております。メ

ンテナンス、また故障対応等含めて、この株式会社さんのほうの対応の評価も教えて

いただけたらと思います。 

 

議 長（田之畑） 

企画課長。 

 

企画課長（浜 屋） 

８日に開かれました全協において、今回、随意契約、地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第２号を適用になった理由ということで資料をお配りして説明させていた

だいたところです。今回の業者選定につきましては、ジャクエツにつきましては、国

土交通省の都市公園における遊具の安全確保に関する指針に準拠した遊具等を製造し

ているということや、また選定企業のモデル設置としてこども園等でおいて、安全検

証等を行った上、より安全性の高い基準を設置している遊具を安全基準に基づいて製

造している業者であります。また、なぜここの業者かというところは、そこの業者の

ところが企画、製造、販売と全てを手がけていることで、その選定理由に至っている

ところです。 

これらの理由のことで、この地方自治法第１６７条の２第１項第２号の適用を随意

契約として理由として挙げさせていただいております。 

また、これまでの令和６年１０月に遊具等を導入してからのメンテナンス、また保

証等ということですが、遊具がちょっと破れたりとかしたときには、直営店である鹿
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児島店のほうがすぐメンテナンスに入りまして、製造元であるところに直ちに引き継

いで補修等も行っておりますので、導入後もアフターケアの部分についても、こちら

の業者のほうが優れているというところの判断をしています。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

２番 小川議員。 

 

２ 番（小 川） 

ちなみに鹿児島県内の、例えば、あそＶＩＶＡ！かのやというような県民プラザの

中に入っている屋内施設の遊具など、そういった県内の市町村のほうが契約されてい

らっしゃる事業所とも比較して、今回の随意契約のほうで事業者さんを選ばれたので

しょうか。 

 

議 長（田之畑） 

企画課長。 

 

企画課長（浜 屋） 

お答えいたします。 

ただいまの質問、ほかの屋外・屋内問わずということだと思ってお答えさせていた

だきますが、今回の屋内遊具の設置の部分について、導入実績のある鹿児島県内で保

育園とか幼稚園で、このジャクエツさんの部分を導入している事業が多かったもので

すから、そこでジャクエツのほうを選定させていただいております。ただ、県内の屋

外・屋内の遊具等がどういったところの企業を採用しているかというところまでは、

調査はしておりません。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

２番 小川議員。 

 

２ 番（小 川） 

実績も含めて、今回の随意契約の事業者さんの選定を選ばれたということでしたが、

調査等せずに今回随意契約のほうで、入札はせずにこの事業者さんのほうを選ばれて

もよろしかったのでしょうか。 

 

議 長（田之畑） 

企画課長。 

 

企画課長（浜 屋） 
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まず、今年度の当初の予算の時点ですね、今年の３月のときに、この室内遊具につ

いての導入に向けて、議会のほうに当初予算の説明で、今回予算が１，４００万円と

いうことの説明をさせていただいております。その際、この１，４００万円の根拠と

なる理由として、今回令和７年度に導入する室内遊具の導入となる遊具等も資料等を

示して、ジャクエツさんが企画製造している、そういった製品ですよということで説

明した上で、予算のほうを原案可決をいただいております。そしてその原案可決をい

ただいた上で、私たちとしては、この事業を遂行していいということで、相手方と事

業を進めるための契約事務を取らせていただいております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

ほかに質疑はありませんか。 

４番 瀨戸山議員。 

 

４ 番（瀨戸山） 

去年も同じ随契、そして、また今年も同じ随契、去年も同じ業者、これちょっと町

民の皆さんの耳に入れば何なのという感覚で問われていくと思うんですね。だから見

た感じ、今度の品物と金額と、素人ですけど自分たちが見たときに、何でこんなに高

いんだろうという気がしてなりません。今、課長が言われたこの業者を選定、随意契

約をするに当たって、やっぱり比較対照をすることをしないといけないと思うんです

よね。金額だけじゃなくてほかにも。だから、ほかの例えばそういうメーカーとか、

ほかの会社と比較対照したことあるんですか、ないんですか。検討する上で。 

 

議 長（田之畑） 

企画課長。 

 

企画課長（浜 屋） 

お答えします。 

予算を計上するに当たり、いろんな調査等が必要とは思うんですけれども、この室

内遊具の導入に向けては、令和６年度、令和７年度、この２か年にわたって、県の補

助金を活用し、改善センターの中に室内遊具を設置しようということで計画を進めて

おりました。令和６年度の事業の時点で、２か年計画ということで、全体的なイメー

ジと、ジャクエツさんということで業者選定した部分も、まず鹿児島に直営店がある

ということが大きな理由、それから県内の幼稚園、それから保育園においても導入実

績があるというところで、この業者選定をしております。そこで、なぜメーカーの比

較検討をしていないのかというのもあるかもしれませんが、まず、行政としては、実

績の高いところ、またこの遊具等については、補償もいろいろありまして、対物とか

対人に対してのもしも何かけががあったときには、賠償責任保険にも加入している。

また、その製造についても、ＩＳＯ９００１認証を認証していて、品質の面でもかな
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り優れているというところで業者選定しておりますので、何ら問題もないと考えてお

ります。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

ほかに質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

ないようですので、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

４番 瀨戸山議員。 

 

４ 番（瀨戸山） 

反対の立場から言わせていただきます。 

今回の随契も含めて、いろんな方面から言われますけど、自分たちとしては、こう

いう比較対照、検討もできない、どう見ても高過ぎると思われる、こういうことを平

気でやっぱりやる。これ、町政のおごりじゃないかといつも思っております。その立

場から反対させていただきます。 

 

議 長（田之畑） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

ほかに討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

これで討論を終わります。 

これから、議案第２６号 全天候型室内遊具購入契約についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件はこのとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛 成 者 起 立） 

 

議 長（田之畑） 

起立多数です。 
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したがって、本件はこのとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第４ 議案第２７号 東串良町学校給食共同調理場新築工事の建設工事請負変更 

              契約について 

 

議 長（田之畑） 

日程第４ 議案第２７号 東串良町学校給食共同調理場新築工事の建設工事請負変

更契約についてを議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

議案第２７号 東串良町学校給食共同調理場新築工事の建設工事請負変更契約につ

いて御説明申し上げます。 

令和６年第４回東串良町議会臨時会の議決を得て締結した東串良町学校給食共同調

理場新築工事建設工事請負契約について、建設工事請負変更契約を締結するため、地

方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または

処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

御審議くださるようよろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

２番 小川議員。 

 

２ 番（小 川） 

この件についても、全員協議会のほうで説明をいただいたんですけれども、再度質

問いたします。 

以前、私も一般質問のほうで財源確保について当時の総務課長に質問させていただ

いたところ、当時の総務課長が確かに財源確保というのが一番苦慮している面だとい

うところで説明をいただきました。国の補助金、解体まで含めて一億数千万円の補助

金をもらえると。建設部分については、大体７，８００万円弱の補助金をいただける

と思っていますと。その裏には、１５億５，２００万円程度、過疎債というところで、

過疎債を利活用して、財源確保に努めていきたいと思っておりますということで言わ

れておりました。ただ、過疎債については、枠がございますので、その確保というこ

とが一番大事な部分でということで説明をいただいておりましたが、今回この財源に

ついては、今現在、どのような形で計画されているかお答えください。 
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議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（中 島） 

担当課は管理課でございますけれども、先ほど過疎債という発言もございましたの

で、一応こちらからも答弁させていただきました。また必要があれば、管理課長のほ

うからも答弁があると思います。 

これにつきましては、管理課のほうで国の補助金も活用しているところでございま

す。今のところ、８，０００万円程度は見込まれておりますが、まだこれは確定では

ございませんで、今後また確定するというふうに思います。それに基づいて、確定し

次第、過疎債もはっきりと金額が決まるわけでございますけれども、管理課の国の補

助金を確定額をこちらとしても今待っているところでございます。 

補助裏に関しましては、全額過疎債を適用ということで、こちらでは考えておりま

す。令和６年度におきましても前金払いで６億３，１４０万円、既に払っておりまし

て、国庫が実際入ってきております。その残につきましては、１００％過疎債がつい

ておりますので、令和７年度も過疎債につきましては、９億２，５００万円程度、一

次協議で申請をしておりますので、補助裏に対しましては、全額過疎がつくものと、

こちらとしても想定をいたしております。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

ほかに質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

ないようですので、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第２７号 東串良町学校給食共同調理場新築工事の建設工事請負変

更契約についてを採決します。 

お諮りします。 

本件はこのとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件はこのとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第５ 議案第２８号 令和７年度東串良町一般会計補正予算（第３号） 

 

議 長（田之畑） 

日程第５ 議案第２８号 令和７年度東串良町一般会計補正予算（第３号）を議題

とします。 

本案について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

議案第２８号 令和７年度東串良町一般会計補正予算（第３号）について御説明申

し上げます。 

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，７０８万６，０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ７５億５，８０６万３，０００円といたしました。歳入歳出予算の補

正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表 歳入歳出予算補正」によるところでございます。御審議くださるようよろしく

お願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 



会  議  の  経  過 
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これから、議案第２８号 令和７年度東串良町一般会計補正予算（第３号）を採決

します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

議 長（田之畑） 

これで本日の日程は全部終了しました。 

会議を閉じます。 

令和７年第３回東串良町議会臨時会を閉会します。 

 

閉  会    午前９時４９分 
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